
委 託 契 約 書（案）  
 

委 託 業 務 名  広島市立リハビリテーション病院等における患者等給食業務  

履 行 場 所  
広島市安佐南区伴南一丁目３９番１号  

広島市立リハビリテーション病院及び広島市立自立訓練施設  

契 約 期 間  

履 行 期 間  

契約締結の日から令和１０年３月３１日まで  

令和６年４月１日から令和１０年３月３１日まで  

委託契約金額  別表１のとおり  

支 払 方 法 等  別表２のとおり  

契 約 保 証 金  免除  

そ の 他 の  

契 約 事 項  
広島市立病院機構委託契約約款のとおり。  

特 約 条 項  

１ 契約保証金、違約金等の算定基礎となる契約金額予定総額は、

金          円（うち取引に係る消費税及び地方消費

税相当額 金          円）とする。  

２ 契約締結の日から令和６年３月３１日までの間を業務開始に向け

た準備期間とし、その際の費用については受注者の負担とする。 

適用除外事項  
広島市立病院機構委託契約約款第１４条並びに第１８条第１項１

号、２号及び３号  

管 轄 裁 判 所  広島地方裁判所  

上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づ

いて、別添の広島市立病院機構委託契約約款によって公正な委託契約を締結し、信義に

従って誠実にこれを履行するものとする。  

この契約の証として本書２通を作成し、発注者、受注者、代行者が記名押印の上、発

注者、受注者が各自一通を保有する。  

 

令和  年  月  日   

 

          発注者  広島市中区基町７番３３号 

               地方独立行政法人広島市立病院機構  

               理事長   竹 内 功 

 

          受注者  

 

 

 

          代行者 

 

 



別表１ 

 

委 託 契 約 金 額 

 

１ 給食材料費 

区  分 １食当たりの契約単価 
うち取引に係る消費税及び

地方消費税の額 

朝  食 円 円 

昼  食 円 円 

夕  食 円 円 

 

 

２ 業務管理費 

区  分 契  約  金  額 
うち取引に係る消費税及び

地方消費税の額 

令和６年度 円 円 

令和７年度 円 円 

令和８年度 円 円 

令和９年度 円 円 

 



 

別表２ 

支 払 方 法 等 

 

１ 業務委託料の算定 

⑴ 業務委託料は、１箇月ごとに算定するものとし、給食材料費（月の初日から末日までの１

箇月分）及び業務管理費（月額）の合計額とする。 

⑵ ⑴の給食材料費は、別表１「１ 給食材料費」の１食当たりの契約単価に実績食数（患者

給食及び検食）を乗じて得た額を区分毎に算定し、その合計額（１円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てた額とする。）とする。 

なお、実績食数については、発注者、受注者双方確認の上、決定するものとする。 

⑶ ⑴の業務管理費は、別表１「２ 業務管理費」の契約金額を１２で除して得た額（１円未

満の端数が生じたときは、この額を３月分に加えるものとする。）を当該年度の月額とする。 

 

 

２ 業務委託料の請求及び支払 

⑴ 受注者は、１の⑴に規定する１箇月の業務委託料が確定したときは、当該業務委託料の支

払を発注者に請求するものとする。 

⑵ 発注者は、⑴による請求を受けたときは、その日から起算して３０日以内に業務委託料を

支払うものとする。 


